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2．設計諸条件について 

  本業務における設計の諸条件については以下のとおりとする。 

電線共同溝(C･C･Box)詳細設計(全体設計) 設計延長 L = 1.47 km 

地域による補正の有無  有（DID 地区以外・計画道路） 

 

3．関係機関との協議について 

  電線共同溝参画企業者（電線管理者）等関係者との打合せは 6 機関を想定している。 
  調整の結果、機関数に変更が生じる場合は監督員と協議すること。 
 
4．その他 

(1) 設計に当っては各電線管理者との協議結果に基づいた設計・構造規格決定を行うものとし、工事

材料に関する経済的条件等も考慮したうえで最も現地に適した設計をおこなうこと。 

(2) 数量計算は、工事費算出の基礎となるものであり、工事実施に必要となるものすべてについて算

出しなければならない。数量計算書の作成については札幌市土木設計業務共通仕様書によること。 

(3) 電算により設計計算を行う場合は、使用した計算式とその理論、根拠、入力データの諸数値並び

に計算結果の主要数値を一覧表で整理すること。また、計算結果については、図または表により

わかりやすくまとめることとし、電算用語については、その説明を明示すること。 

(4) 設計結果に基づいて、工事費の概算金額を算出すること。 

(5) 設計にあたり、参画事業者、道路占用事業者との打合せを十分に行うこと。 

(6) 機器設置場所等の設置位置決定に際しては、地先関係者等と十分に協議を行い設計に反映するこ

と。 

(7) 現地調査、資料収集等にて、既設埋設管等の現況を的確に把握し、管路部・特殊部の設計にあた

り、必要な調査が生じた場合は、別途担当職員と協議すること。 
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